
公益社団法人日本動物用医薬品協会

会員各位

「薬事法関係事務に係る処理基準について」の一部改正について

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局長より通知がありましたのでお知

らせします。

動薬協会発 98号

平成25年7月3日

公益社団法人日本動物用医薬品協会

理事長福井邦顯

(公印省略)
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「薬事法関係事務に係る処理基準について」の一部改正について

とについて、別添写しのとおり各都道府県知事宛て通知したのでお知らせする。
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「薬事法関係事務に係る処理基準について」の一部改正について

今般、薬事法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第19号)により、検定

合格証紙貼付が廃止されたことから、「薬事法関係事務に係る処理基準について」(平成

12年6月9日付け12畜A第1074号農林水産事務次官依命通知)が別紙新旧対照

表のとおり改正されたので、御了知願いたい。
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「薬事法関係事務に係る処理基準について」(平成12年6月9日付け12畜A第1074号農林水産事務炊官依命通知)の一部改正新旧対照表

別糸氏

第2 検定に関する処理基準

1 (略)

哨4除)

改正案

検定不合格となった動物用医薬品の処理

都道府県知事は、令第60条第2項の規定に基づき、出

願者に検定の結果を通知する場合には、検定に不合格とな

つた動物用医薬品については、再検定の申詰がない場合にあ

_つては規則第159条第1項の期間経過後に、再検定を申

請した場合にあっては再検定に不合格となった旨の通知が

あったどきに、出願者自ら、速やかに廃棄等の適切な措置

をとるよう指導するとととする。

別紙

第2

1

2

検定に関する処理基準

(略)

検定合格証紙の取扱い

都道府県知事は、令第61条_の規定に基づき、凍結保存

の必要な動物用生物学的製剤に封を施す場合にあっては、凍

結製剤を保存する容器又は被包を封かんするこ'ととする。

現行

3 検定不合格となった動物用医薬品の処理

都道府県知事は、令第61条の規定に基づき、出願者に

検定の結果を通知する場合には、,検定に不合格となった動

物用医薬品については、再検定の申諸がない場合にあっては
規則第159条第1項の期間経過後に、再検定を申請した

場合にあっては再検定に不合格となった_旨の通知があった

ときに、出願者自ら、速やかに廃棄等の適切な措置を.とる

よう指導するとととする。

2
一


